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は
じ
め
に

本
号
で
紹
介
す
る
の
は
、
前
号
に
引
き
続
き
田
中
光
顕
宛
山
県
有
朋
書
�(

巻
五

十
九
〜
巻
六
十
四
、
全
三
一
通
、
未
完)

で
あ
る
。
今
回
は
、
田
中
の
宮
内
大
臣
在

任
期
間

(

明
治
三
一
年
二
月
〜
同
四
二
年
六
月)

中
の
書
�
が
多
い
。

今
回
も
山
県
系

(

あ
る
い
は
山
県
閥)

の
人
脈
に
連
な
る
と
思
わ
れ
る
人
物
へ
の

叙
爵
や
人
事
に
関
す
る
書
�
内
容
が
目
に
付
く
。
こ
れ
ら
人
事
上
の
周
旋
行
為
は
山

県
を
中
心
と
す
る
人
的
結
合

(

俗
に
言
う
と
こ
ろ
の
派
閥)

の
結
集
力
、
結
束
力
を

説
明
す
る
重
要
な
一
要
素
で
あ
る
。
さ
て
、
主
な
書
�
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

三
三
六
番
書
�(

明
治
三
五
年
五
月
六
日)

は
、
西
郷
隆
盛
の
子
と
徳
川
慶
喜
の

叙
爵
に
関
す
る
山
県
の
了
承
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
山
県
は
両
人
の
叙
爵
を

｢

維

新
前
後
よ
り
之
功
績
に
付
、
叙
爵
被
仰
付
た
る
者
之
歴
史
上
よ
り
考
究
す
れ
は
、
此

両
人
に
限
り
さ
ま
て
異
義
を
唱
ふ
へ
き
程
之
事
も
無
之
歟
と
察
申
候｣

と
誰
の
目
か

ら
見
て
も
問
題
は
な
い
も
の
と
考
え
た
。
し
か
し
、
周
知
の
通
り
、
両
人
は
共
に
一

時
期
朝
敵
の
汚
名
を
こ
う
む
っ
た
人
物
で
あ
り
、
彼
等
へ
の
恩
恵
的
措
置
が
同
様
の

人
物
に
波
及
す
る
こ
と
に
対
す
る
懸
念
、
す
な
わ
ち

｢

此
外
之
人
に
派マ
マ

及
致
し
候
て

は
、
到
底
名
分
難
相
立
事
情
惹
起
可
致
之
虞
有
之
可
申
、
此
等
之
点
に
付
而
は
深
重

考
慮
を
煩
し
置
度
事
に
候｣

と
、
山
県
ら
し
い
慎
重
な
考
え
も
あ
わ
せ
て
表
明
し
て

い
る
。

両
人
の
名
誉
回
復
に
つ
い
て
言
及
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
西
郷
隆
盛
は
周
知
の
通
り
、

大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
に
伴
う
恩
赦
に
よ
り
名
誉
を
回
復
し
た
。
他
方
、
徳
川
慶
喜

に
つ
い
て
は
明
治
二
年
九
月
二
八
日

｢[

前
略
、
筆
者
�
、
以
下
同
じ]

今
や
北
疆

始
て
平
き
天
下
粗
定
る
。[

徳
川]

慶
喜
、[

松
平]

容
保
以
下
の
如
き
各
宜
し
く
寛

宥
す
る
所
あ
つ
て
自
新
に
せ
し
め
天
下
と
更
張
せ
ん｣

と
の
詔
を
も
っ
て
、
幕
末
維

新
期
の
朝
敵
藩
主
と
共
に
、
罪
が
赦
さ
れ
た

(『

明
治
天
皇
紀』

第
二
、
二
○
○
―

二
○
一
頁
、
明
治
二
年
九
月
二
八
日
の
条

�吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
�)

。
そ
の

後
、
従
四
位

(
明
治
五
年
一
月
六
日)

に
叙
せ
ら
れ
、
正
二
位

(

明
治
一
三
年
五
月

一
八
日)

、
従
一
位

(

明
治
二
一
年
六
月
一
九
日)

と
陞
叙
さ
れ
、
明
治
三
一
年
三

月
二
日
維
新
後
初
め
て
天
皇
に
拝
謁
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
三
五
年
六
月
三
日
公
爵

一

安

岡

昭

男

長

井

純

市

田
中
光
顕
関
係
文
書
紹
介

(

十
二)
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に
叙
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
同
日
、
西
郷
隆
盛
の
子
寅
太
郎
は
侯
爵
に
叙

せ
ら
れ
た
。

実
は
、
こ
の
日
、
山
県
も
、
大
山
巌
、
西
郷
従
道
両
人
と
共
に

｢

積
年
の
勲
功｣

に
よ
り
菊
花
大
綬
章
を
授
け
ら
れ
て
お
り
、
三
三
六
番
書
�
は
自
身
と
共
に
国
家
の

栄
典
に
あ
ず
か
る
前
将
軍
徳
川
慶
喜
に
対
し
て
山
県
な
り
に
ひ
と
こ
と
注
文
を
付
け

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

な
お
、
徳
川
慶
喜
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
紹
介
し
た
書
と
し
て
童
門
冬
二
他
編

『

徳
川
慶
喜
の
幕
末
・
明
治』

(
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
年)

が
あ
る
。
と
り
わ
け
、

同
書
所
収
の
柏
木
一
朗

｢｢

家
扶
日
記｣
か
ら
見
た
徳
川
慶
喜｣

は
、
明
治
五
年
元

旦
か
ら
大
正
元
年
大
�
日
に
至
る
全
四
三
冊
に
上
る
慶
喜
に
仕
え
た
家
扶
の
日
記
と

い
う
貴
重
な
史
料
を
ふ
ま
え
て
慶
喜
の
日
常
生
活
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
興
味
深

い
。三

四
四
番
書
�(

明
治
三
七
年
八
月
五
日)

お
よ
び
三
三
七
番
書
�(

明
治
三
七

年
八
月
八
日)

は
、
い
ず
れ
も
日
露
戦
争
さ
な
か
の
書
�
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は

｢

山
口
将
軍｣

、
す
な
わ
ち
旧
長
州
藩
出
身
の
陸
軍
軍
人
山
口
素
臣
の
死
去

(

明
治
三

八
年
八
月
七
日)

に
際
し
て
の
昇
爵
等
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
山
口
は
、
山
県
と

は
幕
末
の
奇
兵
隊
以
来
の
関
係
を
有
し
て
い
た
。
維
新
後
、
陸
軍
軍
人
と
し
て
経
歴

を
積
み
、｢

日
清
戦
役
及
び
清
国
事
変｣

に
お
い
て
功
績
を
挙
げ
た
。
そ
れ
を
ふ
ま

え
て
、
そ
の
死
に
際
し
、
山
県
の
提
言
通
り
男
爵
か
ら
子
爵
に
昇
爵
さ
れ
、
さ
ら
に

正
三
位
か
ら
従
二
位
に
陞
叙
、
祭
資
金
三
千
円
の
ほ
か
に

｢

家
計
保
護
の
叡
旨｣

を

も
っ
て
一
万
円
が
遺
族
に
下
賜
さ
れ
た

(

前
掲

『

明
治
天
皇
紀』

第
十
、
八
二
二
―

八
二
三
頁
、
明
治
三
七
年
八
月
五
日
の
条)

。
し
た
が
っ
て
、
山
県
の
田
中
へ
の
申

し
入
れ
は
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
前
記
の
西
郷
隆
盛
と
並
ん
で
山
口
へ
の
顕
彰
に

つ
い
て
も
山
県
は
特
別
な
思
い
入
れ
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
山
県

系

(

あ
る
い
は
山
県
閥)

と
称
さ
れ
る
人
的
結
合
に
お
け
る
軍
人
の
最
後
を
考
え
る

場
合
、
こ
う
し
た
山
県
の
水
面
下
の
心
遣
い
、
周
旋
は
山
県
に
対
す
る
信
頼
、
忠
誠

心
醸
成
の
一
因
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
将
官
ク
ラ
ス
の
軍
人

の
遺
族
の
家
計
困
難
を
御
下
賜
金
に
よ
っ
て
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
、
ど

う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

三
四
三
番
書
�(

明
治
三
三
年
四
月
二
○
日)

は
、
旧
長
州
藩
出
身
の
官
僚
周
布

公
平
の
身
上
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
周
布
は
、
明
治
三
一
年
一
一
月
に
行
政
裁
判

所
長
官
を
免
官
と
な
っ
て
以
来
官
途
を
離
れ
て
い
た
が
、
書
�
と
同
年
の
六
月
に
神

奈
川
県
知
事
の
職
に
あ
り
つ
い
た
。｢

周
布
知
事｣

と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
周

布
を
知
事
職
に
就
か
せ
る
工
作
を
同
郷
の
先
輩
で
あ
る
山
県
が
行
っ
て
い
た
こ
と
を

示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
五
七
番
書
�(

明
治
四
一
年
四
月
三
日)

に
記
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
周
布
は
、
幕
末
の
長
州
藩
に
お
け
る
軍
制
・
財
政
改
革
を
進
め
た
周

布
政
之
助

(

文
久
二
年
に
麻
田
公
輔
と
改
名
。
元
治
元
年
禁
門
の
変
の
の
ち
自
刃
し

た)

の
実
子
で
あ
っ
た
。
周
布
政
之
助
に
つ
い
て
山
県
は

｢

藩
主
を
輔
翼
し
藩
政
を

改
革
し
、
長
藩
を
挙
て
勤
王
に
至
ら
し
め
た
る
要
路
中
第
一
位
之
人
物
な
れ
は
功
績

不
尠｣

と
最
大
級
の
讃
辞
を
呈
し
て
い
る
。
周
布
公
平
の
叙
爵
に
つ
い
て
山
県
は

｢

父
子
之
功
績
併
用｣

の
上
�
議
を
要
請
す
る
と
い
う
不
思
議
な
論
理
を
用
い
て
い

る
が
、
こ
れ
で
は
周
布
公
平
の
履
歴
の
み
で
は
そ
も
そ
も
叙
爵
候
補
者
リ
ス
ト
に
あ

が
ら
な
い
こ
と
を
認
め
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
山
県
の
周
布

政
之
助
に
対
す
る
評
価
が
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
山
県
は
政
之
助
の
功

績
に
報
い
る
た
め
に
も
公
平
の
昇
爵
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。

周
布
は
、
明
治
三
九
年
四
月
一
日
、
日
露
戦
争
に
お
け
る
功
績
に
よ
り
多
数
の
官

文
学
部
紀
要

第
六
十
三
号

二
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僚
・
軍
人
が
顕
彰
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
の
一
人
と
な
り
、
勲
一
等
旭
日
大
綬
章
を
授

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
三
五
七
番
書
�
に
お
け
る
山
県
の
周
旋
が
効
を
奏
し
た

も
の
と
見
え
、
明
治
四
一
年
五
月
八
日

｢

父
政
之
助
及
び
公
平
が
維
新
前
後
の
勲
功

を
併
せ
賞
し
た
ま
ふ｣

(

前
掲

『

明
治
天
皇
紀』

第
十
二
、
五
六
頁
、
明
治
四
一
年

五
月
八
日
の
条)
と
し
て
男
爵
に
叙
せ
ら
れ
た
。
周
布
は
、
最
終
的
に
明
治
四
五
年

一
月
枢
密
顧
問
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
官
僚
と
し
て
の
経
歴
を
終
え
た
。

幕
末
期
に
倒
幕
派
志
士
と
し
て
の
経
歴
を
有
し
、
維
新
後
官
僚
と
な
る
こ
と
が
で

き
、
さ
ら
に
山
県
を
中
心
と
す
る
人
的
結
合
の
中
に
入
っ
た
人
々
の
山
県
に
対
す
る

期
待
、
信
頼
、
忠
誠
心
の
一
端
が
、
こ
う
し
た
周
布
の
経
歴
に
表
象
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

同
様
に
、
三
四
七
番
書
�(

明
治
三
三
年
三
月
一
○
日)

も
、
宮
内
省
図
書
頭
の

人
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
人
事
は
、
清
岡
公
張

(

任
期
は
明

治
三
一
年
一
月
〜
同
三
三
年
四
月
。
旧
土
佐
藩
出
身)

か
ら
勝
間
田
稔

(

任
期
は
明

治
三
三
年
四
月
二
六
日
〜
同
三
九
年
二
月
二
日
。
旧
長
州
藩
出
身)
へ
の
交
替
を
指

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
四
八
番
書
�(

明
治
年
不
明
三
月
二
九
日)

も
ま
た
、
津
田
真
道
の
出
身
地
津

山
藩
の
旧
主
松
平
家
の
子
爵
か
ら
伯
爵
へ
の
昇
爵
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
津
田
と

山
県
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
津
田
は
い
わ
ゆ
る
山
県
系
の
人
物
で
は
な
い
。
し
か

し
、
史
上
初
め
て
の
国
会

(

第
一
回
帝
国
議
会)

に
お
い
て
山
県
は
内
閣
総
理
大
臣
、

他
方
、
津
田

(

吏
党
大
成
会
所
属)

は
衆
議
院
副
議
長
で
あ
っ
た
。
二
人
を
結
び
つ

け
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
経
験
の
共
有
を
指
摘
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
山
県
に
と
っ
て
第
一
議
会
は
、
そ
れ
ま
で
の
藩
閥
指
導
者
の
誰
も

経
験
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
、
未
曽
有
の
名
誉
と
共
に
未
曽
有
の
重
圧
を

感
じ
な
が
ら
、
解
散
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
回
避
し
、
よ
う
や
く
閉
会
と
い
う
穏
や

か
な
結
末
に
持
ち
込
ん
だ
一
大
事
件
で
あ
っ
た
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
山
県

が
津
田
に
信
頼
感
を
抱
き
続
け
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
周
旋
依
頼
の
背
景
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
書
�
に
お
け
る
津
田
の
旧
主
と

は
松
平
康
民

(

明
治
一
七
年
子
爵)

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
旧
津
山
藩

松
平
家
は
敗
戦
後
華
族
制
度
が
な
く
な
る
ま
で
子
爵
の
ま
ま
で
あ
っ
た

(

衆
議
院
・

参
議
院
編
刊

『

議
会
制
度
百
年
史
貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑』

�一
九
九
○
年
�

五
七
頁)

。
し
た
が
っ
て
、
山
県
の
周
旋
は
、
こ
の
場
合
、
効
を
奏
す
る
こ
と
な
く

終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
五
三
番
書
�(

明
治
四
○
年
一
月
二
三
日)

も
、
武
井
守
正

(

旧
姫
路
藩
出
身)

の
叙
爵
に
関
す
る
周
旋
依
頼
を
受
け
た
山
県
が
田
中
に
申
し
入
れ
て
い
る
こ
と
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
武
井
は
地
方
官
と
し
て
の
経
歴
を
有
す
る
山
県
系
内
務
官
僚
の

一
人
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
も
山
県
は
幕
末
期
の
功
績
を
叙
爵
の
条
件
の
一
つ
と
し

て
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
武
井
は
、
山
県
の
周
旋
よ
ろ
し
き
を
得
て
、
明
治
四
○

年
九
月
に
男
爵
に
叙
せ
ら
れ
た

(

前
掲

『

議
会
制
度
百
年
史
貴
族
院
・
参
議
院
議
員

名
鑑』

一
三
八
頁)

。
ち
な
み
に
、
明
治
四
○
年
は
日
露
戦
争
に
お
け
る
功
績
な
ど

に
よ
り
一
年
間
で
一
四
○
名
も
の
叙
爵
者
、
昇
爵
者
が
出
た
年
で
あ
っ
た
。
山
県
自

身
、
侯
爵
か
ら
公
爵
へ
と
昇
爵
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
田
中
の
宮
内
大
臣
在
任
期
間
中

(

お
そ
ら
く
、
そ
の
前
の
宮
内
次

官
在
任
期
間
中
か
ら
継
続
し
て)

の
役
割
の
一
つ
は
、
山
県
系
の
人
的
結
合
に
連
な

る
有
力
者
の
陞
叙
、
昇
爵
に
関
す
る
山
県
か
ら
の
周
旋
依
頼
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
受

け
止
め
、
周
旋
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
外
部
か
ら
は
窺
い
知
れ
な
い
山
県
の
宮
中
へ

の
影
響
力
の
一
端
が
こ
う
し
た
書
�
か
ら
可
視
化
、
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
明
治

田
中
光
顕
関
係
文
書
紹
介

(

十
二)

三
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政
治
史
研
究
に
お
け
る
山
県
と
田
中
の
関
係
と
い
う
視
点
の
有
効
性
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
次
に
三
五
六
番
書
�(

明
治
四
二
年
一
月
一
三
日)

に
は
、
松
下
軍
治
と

い
う
人
物
の
経
済
的
破
綻
に
関
連
し
て
、
山
県
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
人
間
像
の
一

端
が
表
明
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
の
で
紹
介
し
た
い
。

書
�
の
主
な
内
容
は
、
明
治
三
三
年
以
来
松
下
の
経
営
す
る

｢

や
ま
と
新
聞｣

の

維
持
案
と
、
同
社
の
負
債
対
策
と
し
て
同
人
が
小
田
原
に
所
有
す
る
別
荘
の
売
却
益

を
充
当
す
る
案
を
山
県
が
助
言
・
勧
告
し
た
点
に
あ
る
。
や
ま
と
新
聞
は
松
下
の
経

営
の
下
、
山
県
の
経
済
的
支
援
を
受
け
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た

(『

国
史
大
辞
典』

第
一
四
巻

�吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
�
一
八
二
頁
、｢

や
ま
と
し
ん
ぶ
ん｣

の

項
〈
有
山
輝
雄
稿
�

)

。
こ
の
書
�
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
世
間
の
�
を
裏
付
け
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
書
�
に
は
、｢

彼

[

松
下
軍
治]

は
如
御
承
知
壮
士
的
な
れ
共
、
平
素
義
侠

心
に
富
め
る
一
事
は
又
彼
の
特
性
な
れ
は
可
哀
想
な
る
感
覚
を
生
し｣

と
い
う
山
県

の
松
下
評
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
山
県
は

｢

壮
士｣

に
象
徴
さ
れ
る
荒
く
れ

た
生
き
方
を
肯
定
は
し
な
い
も
の
の
、｢

義
侠
心｣

に
富
む
と
い
う
生
き
方
に
共
感

す
る
一
面
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
う
し
た
人
間
観
を
一
つ
の

基
準
と
し
て
、
山
県
は
頼
っ
て
く
る
人
々
を
選
別
し
、
そ
の
願
い
を
あ
る
時
に
は
聞

き
入
れ
、
ま
た
あ
る
時
に
は
拒
絶
し
た
の
で
あ
ろ
う

(

ほ
ぼ
同
文
の
書
�
が
同
日
付

で
桂
太
郎
宛
に
も
発
信
さ
れ
て
い
る
。
千
葉
功
編

『

桂
太
郎
関
係
文
書』

�東
京
大

学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
�
四
二
四
頁)

。

な
お
、
や
ま
と
新
聞
に
つ
い
て
は
、
明
治
末
年
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
同
新
聞

が
山
県
系
か
ら
の
政
治
情
報
の
リ
ー
ク
先
と
な
っ
て
、
立
憲
政
友
会
を
率
い
る
原
敬

と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
一
時
期
松
下
が
原
敬
に
経
済
的
支
援
を
求
め

て
歩
み
寄
る
と
い
う
不
可
解
な
行
動
を
と
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
佐
々
木
隆

『

日
本
の

近
代
一
四
メ
デ
ィ
ア
と
権
力』

(

中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
年)

に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る

(

同
書
二
七
一
―
二
七
二
頁)

。

三
四
○
番
書
�(

明
治
四
一
年
一
月
七
日)

は
、
宮
中
に
お
け
る
新
年
祝
賀
の
行

事
の
一
つ
で
あ
る
歌
御
会
始
に
山
県
が
和
歌
を
寄
せ
落
選
と
な
っ
た
こ
と
を
報
じ
た

珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
御
題
は

｢

社
頭
松｣

で
あ
っ
た
。

三
四
一
番
書
�(

明
治
三
二
年
二
月
二
八
日)

は
、
日
本
銀
行
の
内
紛
を
収
拾
す

る
人
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
横
浜
正
金
銀
行
副
頭
取
か
ら
日
本
銀
行
副
総
裁
に

転
じ
た

｢

高
橋
某｣

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
高
橋
是
清
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
日

本
銀
行
の
内
紛
に
つ
い
て
は
、
高
橋
是
清
・
上
塚
司
編

『

高
橋
是
清
自
伝

(

下)』

(

中
公
文
庫
、
一
九
七
六
年
、
一
三
二
―
一
四
一
頁)

に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
事
の

発
端
は
、
人
事
上
の
意
見
対
立
で
あ
っ
た
が
、
日
本
銀
行
総
裁
の
山
本
達
雄
と
同
理

事
の
河
上
謹
一
・
鶴
原
定
吉
が
対
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
高
橋
は
そ
の
調
停
に
あ

た
る
な
か
で
、
こ
の
書
�
が
発
せ
ら
れ
た
頃
、
山
県
首
相
の
官
邸
を
訪
れ
、
多
忙
を

極
め
る
首
相
の
代
理
と
し
て
平
田
東
助
法
制
局
長
官
と
相
談
し
て
い
る
。
結
局
、
こ

の
内
紛
は
両
理
事
の
退
任
と
高
橋
の
副
総
裁
就
任
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
こ
れ
よ
り
先
、
山
本
総
裁
の
前
任
者
で
あ
る
岩
崎
弥
之
助
の
退
任
に

際
し
て
は
、
後
任
候
補
と
し
て
田
中
光
顕
の
名
も
あ
が
っ
た
こ
と
が
前
掲

『

高
橋
是

清
自
伝

(

下)』
(

一
四
○
頁)

に
記
さ
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
書
�
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
銀
内
紛
問
題
に
は
伊
藤
博
文
、
伊
東

巳
代
治
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。

三
五
○
番
書
�(
明
治
三
三
年
一
○
月
一
三
日)

は
、
外
務
省
の
浅
田
徳
則
総
務

文
学
部
紀
要

第
六
十
三
号

四
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長
官

(

次
官
相
当
職)

か
ら
朝
鮮
問
題
に
関
す
る
報
告
を
受
け
た
山
県
首
相
が
更
迭

人
事
を
催
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
山
県
内
閣
が
決
定
し
て
い
た
対
韓

国
財
政
援
助
策
を
伊
藤
博
文
の
反
対
に
遭
っ
て
、
取
り
や
め
た
事
態
を
指
し
て
い
る

(

前
掲

『
明
治
天
皇
紀』

第
九
、
九
○
四
―
九
○
五
頁
、
明
治
三
三
年
一
○
月
一
二

日
の
条)

。
こ
の
問
題
は
、
立
憲
政
友
会

(

明
治
三
三
年
九
月
発
足)

の
初
代
総
裁

で
あ
る
伊
藤
が
こ
の
当
時
内
閣
総
理
大
臣
就
任
を
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
連
動
し

て
い
る
。
伊
藤
は
、
内
閣
首
班
の
受
諾
に
際
し
て
、
山
県
前
内
閣
の
既
定
路
線
に
拘

束
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
伊
藤
は
対
韓
外
交
に
お
け

る
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
確
保
を
内
閣
首
班
受
諾
の
条
件
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
政
権
委
譲
自
体
、
そ
の
背
景
に
は
、
発
足
間
も
な
い
立
憲
政
友

会
に
政
権
を
担
当
さ
せ
失
敗
さ
せ
よ
う
と
す
る
山
県
の
深
謀
遠
慮
が
あ
っ
た
と
従
来

言
わ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
伊
藤
が
山
県
の
策
略
を
見
抜
い
て
、
少
な
く
と
も

問
題
の
一
つ
を
解
消
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

長
期
に
わ
た
る
長
州
閥
の
両
巨
頭
の
角
逐
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
。

山
県
が
示
唆
し
て
い
る
更
迭
人
事
と
は
、
対
韓
国
財
政
援
助
策
を
進
め
た
と
思
わ

れ
る
青
木
周
蔵
外
務
大
臣
や
浅
田
総
務
長
官
、
さ
ら
に
林
権
助
駐
韓
公
使
ら
の
退
任

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
た
、
実
は
、
外
交
技
術
に
長
け
た
山
県
系
の
人
材
を

次
期
伊
藤
内
閣
に
残
さ
な
い
と
い
う
山
県
の
深
謀
遠
慮
に
出
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

さ
て
、
最
後
に
、
前
回
予
告
し
た
福
島
県
南
会
津
町
田
島
の
杉
原
俊
一
氏
が
所
蔵

す
る
田
中
光
顕
自
筆
書
�
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
紹
介
す
る
。

同
書
�
は
、
杉
原
家
が
所
蔵
す
る
膨
大
な
古
文
書
・
古
典
籍
な
ど
の
史

(

資)

料

群
の
一
部
で
あ
る
。
杉
原
氏
の
御
祖
父
夷
山

(

本
名
は
幸
次
郎
。
以
下
、
夷
山
と
記

す)

氏
に
宛
て
田
中
か
ら
発
せ
ら
れ
た
合
計
五
九
通

(

封
筒
の
み
の
四
通
を
含
む
。

大
正
七
年
一
月
一
九
日
付
〜
同
一
二
年
一
一
月
二
五
日
付)

の
書
�
群
で
あ
る
。

夷
山
は
、
漢
学
・
和
歌
・
水
墨
画
な
ど
に
通
じ
た
教
養
豊
か
な
人
物
で
あ
り
、
そ

の
関
係
の
著
作
物
を
刊
行
す
る
と
共
に
、
大
正
時
代
中
期
か
ら
東
京
市
内
で
書
画
骨

董
に
関
す
る
雑
誌
を
創
刊
し
、
そ
の
販
売
を
も
手
が
け
て
い
た
。
一
方
、
田
中
は
、

幕
末
の
尊
王
攘
夷
・
倒
幕
派
の
殉
難
志
士
の
遺
墨
を
中
心
と
し
て
、
書
画
骨
董
の
収

集
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
が
接
触
す
る
の
は
自
然
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
お
互
い
の
見
識
・
熱
意
を
認
め
合
い
、
信
頼
関
係
を
築
い
た
よ
う
で
あ
る
。

す
で
に
、
夷
山
宛
田
中
書
�
の
目
録
作
成
・
翻
刻

(

�
記
付)

作
業
は
、
杉
原
俊

一
氏
に
よ
っ
て
完
了
し
て
い
る
。
長
井
は
、
二
○
一
○
年
一
○
月
二
九
日
か
ら
同
一

一
月
一
日
ま
で
の
間
、
同
地
に
滞
在
し
、
杉
原
俊
一
氏
の
ご
厚
意
を
得
て
、
奥
会
津

博
物
館

(

館
長
星
洋
一
氏
、
文
化
財
研
究
員
渡
部
康
人
氏)

に
お
い
て
同
史
料
ほ
か

若
干
の
史
料
の
閲
覧
・
写
真
撮
影
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
同
氏
に
よ
り
作

成
さ
れ
た
目
録
・
翻
刻
原
稿

(

�
記
付)

の
写
し
お
よ
び
同
氏
が
こ
れ
ま
で
執
筆
、

公
表
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
数
編
の
写
し
を
い
た
だ
い
た
。

書
�
は
、
す
べ
て
田
中
に
よ
る
書
画
骨
董
の
購
入
に
関
す
る
夷
山
へ
の
申
し
入
れ

を
主
な
内
容
と
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
幕
末
の
殉
難
志
士
の
遺
墨
を
熱
心
に
収
集

す
る
田
中
の
誠
実
さ
、
熱
意
や
眼
識
、
教
養
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
こ
れ

ま
で
本
紀
要
に
お
い
て
紹
介
し
て
き
た
山
県
・
田
中
両
人
の
い
わ
ば
文
化
人
、
教
養

人
と
し
て
の
一
面
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
お
そ
ら
く
、
夷
山
宛
田
中
書
�
の
意
義
は
、

幕
末
維
新
期
の
動
乱
を
経
験
し
、
そ
の
後
の
時
代
を
官
僚
政
治
家
と
し
て
生
き
抜
い

た
人
物
群
の
一
人
と
し
て
田
中
光
顕
の
審
美
眼
的
セ
ン
ス
の
高
さ
、
さ
ら
に
そ
れ
を

紐
帯
と
す
る
山
県
と
の
特
別
な
信
頼
関
係
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。
言
い
換

え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
政
治
的
局
面
と
い
う
公
的
領
域
に
お
け
る
山
県
と
田
中
の
思
考
・

田
中
光
顕
関
係
文
書
紹
介

(

十
二)

五
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言
動
様
式
に
見
る
結
合
紐
帯
と
い
う
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
的
な
研
究
視
点
に
加
え
て
、
趣

味
な
ど
の
私
的
領
域
に
お
け
る
結
合
紐
帯
と
い
う
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
的
な
研
究
視
点
も
、

明
治
政
治
史
に
お
け
る
人
的
結
合
の
説
明
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
、
夷
山
宛
田
中
書

�
は
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
内
藤
一
成

｢

も
う
ひ
と
つ
の
山
県
人
脈｣

(

伊
藤
隆
編

『

山
県
有
朋
と
近
代
日
本』

�吉
川
弘
文

館
、
二
○
○
八
年
�)
が
示
唆
的
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。

い
ず
れ
、
夷
山
宛
田
中
書
�
の
全
容
を
、
解
説
を
付
し
て
、
紹
介
す
る
予
定
で
あ

る
。
ま
た
、
同
書
�
の
概
要
紹
介
を
別
稿
で
発
表
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

今
回
も
史
料
翻
刻
に
際
し
て
の
凡
例
は
前
回
ま
で
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

翻
刻
さ
れ
た
史
料
の
正
確
性
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
目
を
通
し
た
長
井
が
責
任
を

負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
書
き
添
え
て
置
く
。

山
県
有
朋
書
�(

そ
の
十
一)

｢

含
雪
公
手
簡
巻
五
十
九
宮
内
大
臣
時
代｣

以
下
、
同
巻
所
収
の
書
�

山
333

明
治

(
)

年
1
月
8
日

今
朝
朶
雲
落
掌
。
披
見
候
処
、
去
四
日
よ
り
北
堂
風
邪
発
熱
、
爾
来
肺
炎
と
変
し

候
由
。
十
分
御
治
療
被
為
尽
速
に
御
快
方
立
到
候
様
所
祈
候
。
何
分
御
老
体
之
事

故
、
如
何
に
も
御
気
遣
仕
候
。
日
夜
高
配
不
堪
想
察
候
。
先
は
御
見
舞
旁
草
々
復
。

一
月
八
日
大
磯

小
淘
庵
主
朋

青
山
老
兄

猶
、
来
る
十
日
、
小
集
延
引
了
承
。
昨
朝
来
風
雪
、
殊
に
寒
威
烈
し
く
、
別
而
御

愛
護
祈
申
候
。
再
白

[

封
筒]

表
、
東
京
麹
町
区
富
士
見
丁
一
番
町
官
舎
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展

復
。
裏
、
緘
、
大
磯
小
淘
庵
、
山
県
朋
。

山
334

明
治

(
)

年
6
月
24
日

只
今
一
書
差
進
候
処
、
孰
れ
に
御
出
歟
不
相
分
と
の
事
に
て
岩
倉
侯
書
�
預
り
置

と
の
回
答
。
依
而
老
兄
官
舎
に
て
御
待
可
致
に
付
、
鳥
渡
御
帰
宅
之
有
無
、
御
電

話
可
被
下
候
。
早
々
不
尽

六
月
廿
四
日

有
朋

青
山
老
兄

[

封
筒]

表
、
東
京
麹
町
区
一
番
町
官
舎
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。
裏
、
緘
、

京
都
無
隣
庵
、
山
県
朋
。

[

�]

封
筒
表
に

｢

書
留｣

の
印
あ
り
。

山
335

明
治

(

39)

年
6
月
25
日

拝
啓

御
入
院
御
治
療
後
之
経
過
頗
好
良
之
趣
�
電
話
に
て
伝
承
致
放
懐
候
。
御

入
院
中
開
申
致
し
候
儀
は
如
何
布
候
得
共
、
既
に
御
承
知
有
之
候
図
書
介
遠
逝
之

趣
に
付
、
後
任
と
し
て
高
嶋
張
輔
御
採
用
被
成
下
度
所
願
候
。
張
輔
人
物
之
儀
者
、

御
熟
知
之
事
に
付
、
適
当
之
者
に
可
有
之
と
存
候
。
今
朝
、
新
聞
紙
に
て
承
知
致

し
候
故
、
不
取
敢
御
入
院
中
も
不
顧
、
意
見
及
陳
情
候
。
可
然
御
判
断
可
被
下
候
。

文
学
部
紀
要
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気
候
甚
た
不
順
御
大
切
療
養
専
祈
之
至
に
候
。
為
其
さ
し
急
申
上
候
。
草
々
頓
首

六
月
二
五
日
朝

有
朋

田
中
宮
相
閣
下
侍
史

来
客
中
乱
毫
高
恕
。

[

封
筒]

表
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
内
啓
急
。
裏
、
緘
。

山
336

明
治

(

35)

年
5
月
6
日

芳
�
落
手
一
読
。
先
以
老
閣
万
福
敬
賀
。

扨
者
今
般
、
徳
川
慶
喜
及
ひ
大
西
郷
両
人
え
授
爵
之
儀
に
付
細
縷
被
仰
聞
了
承
。

維
新
前
後
よ
り
之
功
績
に
付
、
叙
爵
被
仰
付
た
る
者
之
歴
史
上
よ
り
考
究
す
れ
は
、

此
両
人
に
限
り
さ
ま
て
異
義
を
唱
ふ
へ
き
程
之
事
も
無
之
歟
と
察
申
候
。
乍
去
功

罪
之
軽
重
よ
り
判
断
を
試
む
れ
は
、
此
外
之
人
に
派マ
マ

及
致
し
候
て
は
、
到
底
名
分

難
相
立
事
情
惹
起
可
致
之
虞
有
之
可
申
、
此
等
之
点
に
付
而
は
深
重
考
慮
を
煩
し

置
度
事
に
候
。
先
は
概
要
拝
答
�
。
草
々
時
下
御
自
愛
所
祈
候
。
不
尽

五
月
六
日
京
都

無
隣
庵
主
朋
頓
首

田
中
宮
相
閣
下

[

封
筒]

表
、
田
中
老
兄
、
袖
展
復
。
裏
、
緘
。

山
337

明
治

(

37)

年
8
月
8
日

拝
啓

山
口
将
軍
も
遂
に
不
帰
之
客
と
な
り
残
懐
此
事
に
候
。
就
而
は
先
日
来
非

常
之
高
配
を
以
、
友
人
其
他
よ
り
之
情
願
一
々
神
速
に
相
運
ひ
、
家
族
者
勿
論
友

人
知
己
に
到
る
�
、
満
足
之
至
に
候
。
此
に
寄
、
老
閣
え
謝
意
を
表
し
候
。
維
新

前
之
旧
知
己
者
殆
と
幽
界
に
入
り
、
纔
に
残
存
す
る
も
御
互
之
境
遇
を
経
た
る
友

人
は
実
に
晨
星
寥
々
、
甚
た
心
細
き
感
想
を
惹
起
致
し
候
。
他
に
少
々
御
内
話
致

し
度
儀
も
有
之
。
孰
れ
一
両
日
中
参
堂
可
得
拝
光
覚
悟
に
候
得
共
、
不
取
敢
御
挨

拶
申
陳
置
候
。
草
々
不
宣

八
月
八
日

椿
山
荘
主
朋
頓
首

青
山
田
中
老
兄
侍
曹

[

封
筒]

表
、
金
杉
病
院
に
て
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
内
啓
。
裏
、
緘
、

有
朋
。

山
338

明
治

(
)

年
9
月
28
日

御
繁
忙
察
申
候
。

扨
者
老
生
も
弥
来
月
一
日
出
発
可
致
相
含
居
候
付
、
明
日
午
前
例
刻
参
内
拝
謁
可

仕
罷
在
候
処
、
明
日
は
御
陪
食
又
は
内
外
人
其
他
拝
謁
等
之
儀
有
之
申
間
布
や
。

若
明
日
中
御
さ
し
支
も
有
之
候
へ
は
、
明
後
日
参
内
可
致
心
得
に
付
可
相
成
は
明

日
午
前
御
さ
し
支
も
候
へ
は
午
後
に
て
も
可
然
と
存
候
。
老
兄
之
考
慮
及
ひ
御
都

合
窺
ひ
試
候
。
草
々
不
尽

九
月
廿
八
日

有
朋

田
中
老
閣
座
下

[

封
筒]
表
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。
裏
、
緘
、
有
朋
。

田
中
光
顕
関
係
文
書
紹
介

(

十
二)

七
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山
339

明
治

(
)

年
12
月
13
日

再
読
。
別
段
好
按
も
無
之
、
如
別
書
相
認
孰
れ
と
も
可
然
分
御
�
択
可
被
下
候
。

臨
時
編
加
之
字
は
昨
夜
も
御
話
し
致
候
様
余
り
露
骨
之
嫌
ひ
有
之
様
相
感
し
候
よ

り
、
円
満
と
曖
昧
之
中
に
意
味
を
配
し
た
る
儀
に
候
。
堂
々
整
々
何
も
世
間
え
憚

る
こ
と
無
之
と
の
意
見
に
対
し
、
必
反
対
と
申
訳
に
は
無
之
御
了
承
可
被
下
。
為

其
草
々
復
。

十
二
月
十
三
日

有
朋

田
中
大
臣
閣
下

[

巻
封]

表
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
復
。
裏
、
封
、
有
朋
。

[

封
筒]

表
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。
裏
、
緘
、
有
朋
。

｢

含
雪
公
手
簡
巻
六
十
宮
内
大
臣
時
代｣

以
下
、
同
巻
所
収
の
書
�
。

山
340

明
治

(

41)

年
1
月
7
日

拝
啓

新
年
は
宮
中
之
御
規
式
に
て
御
寸
暇
無
之
御
多
事
不
堪
遠
察
候
。

扨
、
曽
而
願
ひ
置
候
社
頭
松
三
首
の
中
孰
も
落
�
に
候
へ
は
打
捨
置
可
然
候
。
さ

ま
て
惜
き
歌
は
無
之
と
存
候
。
万
一
天
気

[

機]

不
斜
候
へ
は
詠
進
相
成
候
様
近

藤
主
事
歟
又
は
大
口
歟
え
御
命
被
下
度
及
御
依
頼
候
。
腰
折
為
念
書
記
し
さ
し
出

申
候
。

古
希
庵
之
新
年
は
江
山
之
風
致
と
暖
気
と
は
他
に
一
歩
も
譲
さ
る
処
と
自
信
罷
在

御
一
笑
被
下
度
候
。
岩
淵
御
別
業
速
に
御
落
成
所
祈
候
。
草
々
頓
首

一
月
七
日
小
田
原

古
希
庵
主
朋
再
行

青
山
田
中
老
閣
侍
史

[

内
封
筒]

表
、
宮
内
省
に
て
、
田
中
老
閣
、
内
啓
。
裏
、
緘
、
有
朋
。

[

封
筒]

表
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
急
啓
。
裏
、
緘
、
有
朋
。

山
341

明
治

(

32)

年
2
月
28
日

今
朝
御
来
訪
多
謝
。
其
節
御
話
に
及
候
日
本
銀
行
紛
擾
之
始
末
に
付
而
は
、
高
橋

某

(

正
金
銀
行
役
員)

を
副
総
裁
被
仰
付
、
処
分
可
相
成
儀
一
決
、
夫
々
着
手
之

筈
に
有
之
候
。
然
処
今
朝
伊
藤
侯
爵
自
老
生
え
伝
言
之
趣
に
て
は
、
断
然
処
置
無

之
而
は
不
容
易
情
況
に
立
到
り
可
申
、
且
宮
内
大
臣
と
も
篤
と
御
談
合
、
善
後
策

相
立
く
れ
ん
こ
と
を
企
望
候
と
の
事
に
候
。
今
又
伊
東
男
爵
よ
り
も
一
簡
到
来
、

憂
慮
不
能
措
と
の
事
に
付
、
老
兄
え
此
事
情
為
開
陳
伊
東
男
参
趨
候
間
篤
と
御
聞

取
所
願
候
。
余
事
在
面
晤
。
草
々
不
宣

二
月
廿
八
日

有
朋

田
中
老
閣
座
下

[

封
筒]

表
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。
裏
、
緘
、
有
朋
。

山
342

明
治

(

35)

年
5
月
18
日

春
来
引
続
不
順
之
天
候
に
候
処
、
弥
御
清
勝
遙
賀
之
至
に
候
。

扨
、
老
生
帰
京
之
時
期
御
尋
問
了
承
。
明
後
晩
廿
日
之
急
行
列
車
に
て
帰
京
之
含

に
候
。
余
事
在
拝
光
。
草
々
復

文
学
部
紀
要
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五
月
十
八
日
京
都
無
隣
庵

朋
頓
首

田
中
宮
相
閣
下

[

封
筒]

表
、
東
京
麹
町
区
一
番
町
官
舎
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。
裏
、

緘
、
京
都
無
隣
庵
、
山
県
朋
。

[

�]

年
代
推
定
は
ス
タ
ン
プ
に
よ
る
。

山
343

明
治

(

33)

年
4
月
20
日

春
風
駘
蕩
弥
御
清
適
日
々
御
繁
多
不
堪
想
察
候
。
三
五
会
詠
草
妄
評
遷
延
、
則
別

冊
返
却
御
一
笑
可
被
下
候
。

扨
、
先
日
鳥
渡
御
内
話
有
之
候
周
布
知
事
之
事
は
種
々
熟
考
致
候
へ
共
、
老
生
の

考
按
に
て
は
御
決
行
相
成
何
等
不
都
合
無
之
事
と
存
候
。
猶
、
面
晤
細
縷
御
示
談

可
致
候
へ
共
、
時
機
さ
し
迫
候
様
察
候
付
、
重
而
概
略
申
上
置
候
。
老
生
も
明
朝

よ
り
両
三
日
古
稀
庵
罷
越
、
廿
四
日
に
は
帰
京
可
致
と
存
候
。
若
御
慶
事
に
さ
し

掛
り
是
等
之
事
御
発
表
に
付
御
評
議
も
候
は
ゝ
何
時
に
て
も
帰
京
可
致
御
一
報
相

願
度
候
。
又
、
小
生
之
事
に
付
而
は
其
後
彼
是
御
配
慮
被
下
彼
之
門
下
生
及
ひ
親

族
等
は
感
泣
罷
在
候
。
孰
れ
拝
光
謝
意
を
表
し
可
申
候
へ
共
、
不
取
敢
此
に
御
一

�
さ
し
上
候
。
余
事
拝
光
万
譲
。
草
々
頓
首

四
月
廿
日

椿
山
荘
主
朋

青
山
田
中
宮
相
閣
下
侍
曹

[

封
筒]

表
、
麹
町
区
一
番
町
一
番
地
官
舎
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。
裏
、

緘
、
芽
城
廬
、
山
県
朋
。

山
344

明
治

(

37)

年
8
月
5
日

暑
気
平
順
に
復
し
、
田
畑
之
為
に
好
景
況
を
呈
し
仕
合
申
候
。
昨
日
者
学
修

[

習]

院
長
も
御
発
表
相
成
、
漸
次
教
育
上
に
付
御
改
正
着
手
之
順
序
も
御
目
的
相
立
候

事
と
察
申
候
。

扨
、
先
日
来
不
治
之
患
者
と
決
し
候
山
口
大
将
、
此
程
之
病
勢
は
甚
た
手
重
き
情

態
に
傾
き
候
由
。
就
而
は
陸
相
及
ひ
首
相
等
よ
り
昇
爵
之
事
御
談
合
致
し
た
る
事

と
存
候
。
右
に
付
彼
之
功
績
に
対
せ
ら
れ
爵
と
共
に
金
員
下
賜
相
願
度
事
情
は
家

計
上
随
分
困
難
之
趣
に
付
何
と
歟
高
慮
を
煩
し
度
、
老
生
よ
り
も
老
兄
え
願
出
く

れ
候
様
と
の
事
に
候
。
若
他
に
相
響
き
公
然
�
議
相
成
か
た
く
と
の
事
に
候
得
者
、

別
段
に
御
取
計
被
下
度
相
願
候
。
此
一
事
は
先
日
来
依
頼
を
受
な
か
ら
御
面
会
之

節
頓
と
失
念
候
付
、
不
取
敢
一
簡
拝
呈
貴
慮
相
窺
併
而
陳
情
に
及
候
。
不
悪
御
海

溶マ
マ

可
被
下
候
。
余
事
在
拝
晤
。
草
急
如
此
。

八
月
五
日

有
朋

田
中
宮
相
閣
下

[

封
筒]

表
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。
裏
、
緘
、
有
朋
。

山
345

明
治

(
)

年
5
月
29
日

御
送
付
之
別
牘
一
読
返
璧
仕
候
。
猶
、
後
刻
御
暇
之
節
得
拝
光
度
候
。
草
々
復

五
月
廿
九
日

有
朋

宮
相
閣
下

[

内
封
筒]

表
、
青
山
老
台
、
密
啓
火
中
。
裏
、
緘
。

田
中
光
顕
関
係
文
書
紹
介

(

十
二)

九
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[

封
筒]

表
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。
裏
、
緘
、
有
朋
。

山
346

明
治

(

41)

年
12
月
16
日

貴
�
敬
読
。

扨
者
来
る
十
七
日
経
済
会
開
設
に
付
罷
出
候
様
被
仰
聞
候
処
、
拙
老
病
気
療
養
中

当
日
出
席
難
致
候
。
此
段
可
然
御
承
知
相
成
度
候
。
尤
、
昨
日
内
蔵
頭
に
面
会
意

見
概
要
及
開
陳
置
候
間
御
聞
取
可
被
下
候
。
先
は
回
答
�
。
草
々
敬
具

十
二
月
十
六
日
大
磯

有
朋

田
中
宮
相
閣
下

[

封
筒]

表
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
復
。
裏
、
緘
、
大
磯
、
有
朋
。

｢

含
雪
公
手
簡
巻
六
十
一
宮
内
大
臣
時
代｣

以
下
、
同
巻
所
収
の
書
�

山
347

明
治

(

33)

年
3
月
10
日

丁
抹
国
親
王
殿
下
御
滞
留
中
は
殊
に
御
繁
多
察
申
候
。
昨
日
御
内
話
有
之
候
図
書

頭
一
事
に
付
、
猶
当
人
え
も
及
談
合
候
処
、
何
と
歟
御
採
用
相
願
度
勉
励
従
事
可

致
と
の
誠
意
に
付
、
十
分
御
尽
力
被
成
下
候
様
老
生
自
も
重
而
御
依
頼
仕
候
。
先

は
其
為
草
々
。
余
事
在
拝
光
。
頓
首

三
月
十
日

有
朋

田
中
宮
相
閣
下

[

封
筒]

表
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。
裏
、
緘
、
有
朋
。

山
348

明
治

(
)

年
3
月
29
日

昨
日
御
談
可
致
存
居
候
処
多
忙
に
取
紛
れ
失
念
に
及
候
一
事
は
、
昨
日
津
田
真
道

来
談
、
旧
藩
知
事
之
行
掛
を
以
及
情
願
候
次
第
に
付
、
維
新
当
時
之
功
績
を
以
伯

爵
を
被
授
度
と
の
旨
趣
に
候
。
即
別
書
功
績
書
さ
し
出
候
付
供
御
一
覧
候
。
尤
、

此
一
条
は
閣
下
に
は
已
に
御
承
知
之
事
と
伝
聞
に
及
候
。
猶
、
御
熟
慮
相
願
度
。

余
事
在
面
晤
。
草
々
頓
首

三
月
廿
九
日

有
朋

宮
内
大
臣
閣
下

[

内
封
筒]

表
、
宮
内
大
臣
殿
、
内
啓
急
。
裏
、
緘
。

[

封
筒]

表
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。
裏
、
緘
、
有
朋
。

山
349

明
治

(
)

年
6
月
24
日

今
朝
要
面
晤
候
儀
は
頗
重
要
緊
急
之
事
件
に
付
、
御
対
談
中
な
れ
と
も
暫
時
外
室

に
於
て
立
談
相
決
可
申
。
時
刻
切
迫
無
拠
申
述
試
候
。
草
々
不
尽

六
月
廿
四
日
隣
室
に
て

有
朋

青
山
老
兄

[

封
筒]
表
、
田
中
大
臣
閣
下
、
内
啓
。
裏
、
〆
。
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学
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山
350

明
治

(

33)

年
10
月
13
日

今
朝
浅
田
総
務
長
官
よ
り
朝
鮮
問
題
落
着
之
次
第
は
委
曲
御
承
知
相
成
候
事
と
察

申
候
。
就
而
は
一
日
も
速
に
交
迭
不
相
成
て
は
、
国
務
上
不
容
易
困
難
を
生
し
如

何
と
も
難
致
情
勢
に
陥
り
可
申
と
為
国
家
憂
慮
に
不
堪
候
。
依
而
此
際
直
に
大
命

を
奉
し
候
様
御
上
奏
之
上
、
至
急
御
尽
力
相
成
度
希
望
之
至
に
候
。
若
亦
病
気
に

て
拝
謁
難
相
成
と
の
事
に
候
へ
は
、
内
閣
組
織
等
之
事
者
代
人
を
以
上
奏
相
成
可

然
様
愚
考
致
し
候
。
流
行
感
冒
は
全
快
後
一
周マ
マ

間
位
は
拝
謁
難
相
成
御
内
規
歟
と

存
候
付
、
手
段
方
法
を
併
而
御
参
考
に
供
し
候
。
高
見
果
し
て
如
何
申
述
試
候
。

草
々
不
宣

十
月
十
三
日

有
朋

田
中
宮
相
閣
下

[

封
筒]

表
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
機
密
至
急
。
裏
、
緘
、
有
朋
。

山
351

明
治

(
)

年
11
月
7
日

今
朝
者
御
見
舞
被
下
候
由
取
次
之
者
よ
り
承
候
。
鳥
渡
御
面
晤
可
致
段
申
聞
候
処
、

既
に
御
帰
後
に
て
失
敬
。
実
は
五
、
六
日
前
よ
り
激
烈
な
る
腸
加
答
留
を
相
発
し

治
療
中
甚
困
難
罷
在
、
今
夕
は
ベ
ル
ツ
国
手
へ
来
診
を
乞
候
処
為
指
事
も
無
之
趣
、

乍
余
事
御
懸
念
被
下
間
布
候
。
来
周マ
マ

之
休
暇
に
蕉
庵
え
御
来
訪
相
成
候
へ
は
鳥
渡

御
立
寄
可
被
下
候
。
先
は
為
其
略
陳
。
草
々
不
尽

十
一
月
七
日
夜
椿
山
荘
に
て

朋
頓
首

青
山
老
兄
座
下

[

封
筒]

表
、
東
京
麹
町
区
壱
番
町
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。
裏
、
緘
、

小
石
川
芽
城
台
、
山
県
朋
。

山
352

明
治

(
)

年
12
月
23
日

暦
軸
相
顕
れ
宮
中
御
儀
式
上
其
他
御
繁
忙
不
堪
遠
察
候
。
政
海
之
陰
雲
益
凝
結
到

底
晴
天
之
望
は
無
之
事
歟
と
不
堪
憂
慮
候
。

扨
、
老
生
も
于
今
滞
京
候
付
而
は
先
日
被
仰
聞
候
渡
辺
之
一
事
も
又
時
機
を
失
ひ

て
は
不
可
然
に
付
、
過
刻
一
書
相
認
め
首
相
え
申
遣
し
置
候
。
目
下
紛
擾
之
際
如

何
と
は
存
候
へ
と
も
、
右
御
含
猶
御
駈
引
相
成
候
様
致
し
度
。
為
其
草
々
。
時
下

寒
気
御
自
重
万
祷
。
不
尽

十
二
月
廿
三
日
京
都

無
隣
庵
主
朋
頓
首

青
山
田
中
老
兄

[

封
筒]

表
、
東
京
麹
町
区
一
番
町
官
舎
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。
裏
、

緘
、
京
都
、
山
県
朋
。

｢

含
雪
公
手
簡
巻
六
十
二
宮
内
大
臣
時
代｣

以
下
、
同
巻
所
収
の
書
�

山
353

明
治

(

40)

年
1
月
23
日

寒
気
凛
烈
之
処
爾
来
弥
御
清
壮
欣
然
。

扨
、
老
生
儀
此
中
帰
京
、
両
三
日
滞
京
候
へ
共
寒
威
を
懼
れ
医
師
之
勧
告
に
依
り
、

昨
夜
当
草
廬
に
罷
越
申
候
。
夫
故
不
得
面
晤
残
懐
之
至
に
候
。
于
時
叙
爵
之
�
議

田
中
光
顕
関
係
文
書
紹
介

(

十
二)

一
一
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有
之
哉
之
由
伝
聞
真
偽
如
何
は
不
存
候
へ
と
も
、
若
御
序
も
有
之
節
は
別
紙
之
者

人
員
に
被
相
加
御
�
議
相
願
度
と
の
事
情
�
他
よ
り
依
頼
有
之
候
付
御
�
議
可
被

下
候
。
猶
、
維
新
前
藩
論
紛
擾
之
際
功
績
も
有
之
哉
に
伝
承
。
可
相
成
は
一
層
御

注
意
所
願
候
。
余
事
在
拝
光
。
草
々
不
宣

一
月
廿
三
日
大
磯

小
淘
庵
主
朋
頓
首

青
山
老
台
座
下

[

別
紙]

武
井
守
正

[

封
筒]

表
、
東
京
麹
町
区
一
番
町
一
丁
目
官
舎
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。

裏
、
緘
、
相
州
大
磯
駅
、
山
県
朋
。

山
354

明
治

(

36)

年
5
月
6
日

先
以
老
閣
万
福
恭
賀
。
其
後
旧
都
之
状
況
相
変
不
申
、
唯
緑
陰
幽
草
勝
花
時
之
風

光
に
推
移
候
。

扨
、
御
用
多
中
些
事
を
開
陳
し
貴
慮
を
煩
す
は
婆
心
之
一
端
と
笑
覧
を
乞
候
。
于

時
三
井
家
夫
人
送
籍
之
事
于
今
不
相
運
趣
伝
承
。
如
何
之
事
情
よ
り
如
此
遷
延
致

し
候
や
と
不
堪
怪
�
候
。
離
縁
之
事
に
付
而
は
、
昨
年
来
数
月
に
渉
り
談
論
を
尽

し
た
る
末
、
当
春
中
山
よ
り
貴
我
両
人
に
向
ひ
斯
�
尽
力
致
さ
る
ゝ
と
も
調
和
之

目
的
不
相
立
、
此
上
は
手
段
無
之
老
母
に
は
目
下
事
情
を
談
合
不
致
離
縁
可
致
と

の
回
答
了
承
候
。
夫
よ
り
老
閣
に
は
表
面
上
之
手
順
相
立
ら
れ
た
る
事
に
付
、
勿

論
送
籍
者
疾
相
運
ひ
候
儀
と
存
候
処
、
豈
図
未
送
籍
無
之
と
の
事
伝
承
驚
入
候
。

御
互
に
和
合
回
復
に
付
全
力
を
尽
し
た
る
事
は
、
中
山
に
於
て
も
篤
と
承
知
せ
し

事
故
、
此
間
障
碍
を
惹
起
す
る
等
之
事
は
万
無
之
、
老
生
は
猶
半
信
半
疑
之
間
に

置
申
候
。
若
果
し
て
事
実
に
候
へ
は
一
日
片
時
も
速
に
送
籍
取
計
候
様
中
山
え
御

忠
告
相
成
度
所
願
候
。
又
三
井
家
え
対
し
て
は
甚
気
之
毒
千
万
而
已
な
ら
す
、
老

生
に
於
て
も
面
目
無
之
候
。
右
等
之
事
情
御
酌
量
猶
煩
一
考
。
草
々
時
下
御
自
重

専
祈
不
堪
。
不
尽

五
月
六
日
京
都
草
川

無
隣
庵
主
朋

青
山
田
中
老
閣
座
下

[

封
筒]

表
、
東
京
麹
町
区
壱
番
町
一
番
地
官
舎
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。

裏
、
緘
、
京
都
南
禅
寺
畔
、
山
県
朋
。

山
355

明
治

(

36)

年
5
月
15
日

新
樹
啼
鵑
之
時
節
御
清
福
万
賀
。

扨
、
先
日
中
山
離
縁
之
一
事
に
付
一
書
相
認
め
さ
し
出
し
御
落
手
被
下
候
事
と
察

申
候
。
実
は
益
田
孝
よ
り
老
兄
宛
之
書
簡
差
遣
し
く
れ
候
は
ゝ
其
書
簡
を
直
に
老

兄
よ
り
当
人
に
さ
し
示
可
申
云
々
と
申
来
候
に
付
、
直
に
相
認
め
突
然
さ
し
出
し

候
儀
は
勿
論
、
益
田
よ
り
事
情
篤
と
御
内
話
を
尽
し
候
事
と
遙
察
致
し
、
他
に
は

何
事
も
不
致
開
陳
候
処
、
一
両
日
前
益
田
よ
り
催
促
有
之
候
故
一
応
之
形
行
申
進

候
。

爾
後
政
海
も
無
事
之
由
。
昨
日
開
会
。
多
少
之
議
論
は
可
有
之
も
、
さ
し
た
る
紛

議
惹
起
之
情
勢
に
も
無
之
や
に
遠
察
い
た
し
候
。
老
生
も
月
末
�
に
は
帰
東
可
致
。

先
は
為
其
。
草
々
時
下
御
自
重
所
祈
候
。
不
宣

五
月
十
五
日
京
都

文
学
部
紀
要

第
六
十
三
号

一
二
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無
隣
庵
主
頓
首

青
山
老
兄

[
封
筒]

表
、
東
京
麹
町
区
壱
番
町
一
番
地
官
舎
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。

裏
、
緘
、
京
都
南
禅
寺
前
、
山
県
朋
。

山
356

明
治

(

42)
年

(

1)

月

(

13)

日

序
な
か
ら
一
書
差
出
申
候
。
既
に
御
耳
に
入
り
た
る
歟
は
不
存
候
得
共
、
昨
夕
松

下
軍
治
罷
越
今
回
製
糖
会
社
株
俄
然
下
落
之
結
果
、
頗
る
困
難
に
陥
り
後
藤
男
え

相
談
に
及
ひ
種
々
配
慮
に
預
り
た
る
も
、
此
際
維
持
之
見
込
難
立
候
付
新
聞
売
却

之
外
無
之
と
申
候
付
、
夫
よ
り
は
寧
ろ
小
田
原
別
荘
を
売
却
し
新
聞
維
持
策
を
講

し
可
申
と
申
聞
候
処
、
別
荘
を
売
却
す
る
事
は
ど
ふ
も
思
ひ
切
難
く
と
申
候
に
付
、

然
ら
は
外
に
手
段
は
無
之
、
兎
に
角
桂
侯
な
り
、
大
浦
男
な
り
面
晤
縷
々
事
情
打

明
し
維
持
策
相
試
可
申
と
申
聞
置
候
。
勿
論
老
兄
え
不
申
出
の
み
な
ら
す
、
其
他

え
も
老
生
に
援
助
を
頼
た
る
事
は
無
之
候
へ
共
、
今
朝
に
到
り
多
少
気
の
毒
に
感

し
、
先
刻
桂
侯
え
事
情
申
遣
し
た
れ
共
、
是
亦
救
助
策
は
困
難
之
事
と
察
申
候
。

彼
は
如
御
承
知
壮
士
的
な
れ
共
、
平
素
義
侠
心
に
富
め
る
一
事
は
又
彼
の
特
性
な

れ
は
可
哀
想
な
る
感
覚
を
生
し
、
余
計
の
事
と
は
存
候
へ
共
御
熟
考
煩
し
度
老
生

婆
心
及
陳
情
候
。
御
一
読
可
被
下
候
。
草
々
。

御
一
読
後
御
火
中
を
乞
。

[

封
筒]

表
、
東
京
市
麹
町
区
一
番
町
官
邸
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
必
親
展
。

裏
、
緘
、
相
州
小
田
原
古
稀
庵
、
山
県
朋
。

｢

含
雪
公
手
簡
巻
六
十
三
宮
内
大
臣
時
代｣

以
下
、
同
巻
所
収
の
書
�

山
357

明
治

(

41)

年
4
月
3
日

拝
啓

聖
上
御
不
例
に
付
昨
日
宮
中
え
伺
候
致
し
退
朝
掛
貴
省
え
罷
出
可
得
拝
晤

存
候
処
、
既
に
御
退
舎
後
に
て
不
堪
残
懐
之
至
に
候
。
余
事
と
も
無
之
、
昨
年
略

御
内
話
致
し
候
周
布
知
事
叙
爵
之
事
に
付
、
西
園
寺
首
相
よ
り
老
兄
に
示
談
相
成

候
処
、
多
少
御
意
見
有
之
哉
に
て
い
か
に
も
困
却
致
し
候
趣
に
て
、
猶
老
生
よ
り

も
事
情
篤
と
陳
弁
し
他
に
類
例
も
無
之
故
、
此
際
御
決
行
相
成
候
様
尽
力
相
成
度

と
の
伝
言
に
付
、
鄙
見
左
に
供
清
覧
候
。

麻
田
公
輔
之
事
は
老
兄
に
も
概
略
御
承
知
の
如
く
、
藩
主
を
輔
翼
し
藩
政
を
改
革

し
、
長
藩
を
挙
て
勤
王
に
至
ら
し
め
た
る
要
路
中
第
一
位
之
人
物
な
れ
は
功
績
不

尠
。
又
、
実
子
公
平
は
勅
任
以
来
二
十
年
、
其
間
憲
法
実
施
之
際
内
閣
書
記
官
長

相
勤
め
、
爾
来
地
方
官
其
他
に
転
勤
、
今
猶
地
方
官
在
勤
中
な
れ
は
父
子
之
功
績

併
用
叙
爵
之
御
�
議
を
被
遂
可
然
歟
と
愚
考
候
。

老
生
一
昨
夕
帰
京
、
昨
日
は
早
朝
よ
り
外
出
、
夜
に
入
帰
宅
。
今
朝
は
大
磯
に
罷

越
候
付
、
遂
に
不
得
拝
晤
候
処
、
右
之
事
件
は
差
急
候
と
の
事
に
付
不
得
止
概
略

以
書
中
申
進
候
。
明
後
々
六
日
に
は
帰
京
可
致
に
付
、
細
縷
譲
面
晤
。
草
々
不
一

四
月
三
日
夜
板
橋

古
稀
庵
朋
頓
首

青
山
田
中
宮
相
閣
下
侍
曹

猶
、
大
磯
よ
り
只
今
古
稀
庵
に
入
候
。
草
々

[

内
封
筒]
表
、
青
山
老
台
、
内
啓
。
裏
、
緘
、
有
朋
。

[

封
筒]

表
、
東
京
麹
町
区
一
番
町
一
番
地
官
舎
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。

田
中
光
顕
関
係
文
書
紹
介

(

十
二)

一
三
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裏
、
緘
、
相
州
小
田
原
板
橋
、
古
稀
庵
朋
。

山
358

明
治

(

33)

年
1
月
18
日

謹
啓

陳
者
去
十
五
日
御
話
の
一
件
勘
考
御
答
可
申
上
旨
申
上
置
候
に
付
、
猶
熟

考
仕
候
処
、
小
官
進
退
伺
書
は
閣
下
御
談
已
前
に
宮
内
次
官
�
差
出
置
候
儀
に
付
、

此
上
は
宮
内
大
臣
之
処
分
を
相
俟
居
候
儀
、
閣
下
に
対
し
御
気
毒
に
存
候
得
共
、

何
卒
宮
中
府
中
の
区
域
権
限
を
明
燎マ
マ

に
致
す
方
将
来
の
為
双
方
の
都
合
宜
敷
と
相

考
候
間
心
情
御
諒
察
願
度
参
堂
心
事
可
申
上
候
処
、
御
繁
務
中
御
妨
と
差
閊
以
書

状
拝
啓
仕
候
。
匆
々
敬
具

一
月
十
八
日

徳
大
寺
実
則

山
県
侯
閣
下

御
忌
中
御
鬱
哀
之
程
御
察
申
候
。

扨
、
先
日
略
御
内
話
致
し
置
候
恩
地
秘
書
官
之
一
事
に
付
、
別
紙
之
通
徳
大
寺
内

大
臣
よ
り
申
越
相
成
候
処
、
万
一
恩
地
之
儀
に
付
議
会
よ
り
質
問
提
出
致
候
場
合

有
之
候
と
も
、
政
府
は
之
に
対
し
恩
地
は
東
本
願
寺
法
主
と
旧
交
之
間
柄
な
る
を

以
、
老
生
よ
り
同
人
に
依
頼
し
、
法
主
に
向
ひ
宗
教
法
按
之
旨
趣
を
説
明
す
と
の

労
を
取
し
め
た
る
は
事
実
也
と
答
弁
す
る
に
於
て
何
等
差
支
無
之
儀
と
思
考
致
し

候
。
依
而
此
度
之
出
来
事
に
付
て
宗
教
法
按
通
過
�
は
、
恩
地
交
迭
は
時
機
を
緩

め
置
可
被
下
候
。
若
又
是
非
昨
今
決
行
可
致
と
の
事
に
候
得
者
、
一
応
老
生
え
御

内
報
相
願
度
。
猶
、
御
談
合
可
相
試
覚
悟
に
候
。
為
其
。
匆
々
頓
首

一
月
十
八
日

有
朋

田
中
宮
相
閣
下

猶
、
恩
地
更
迭
之
時
機
を
緩
め
ら
れ
候
得
は
、
今
日
徳
大
寺
内
大
臣
之
進
退
伺
ひ

書
は
、
暫
時
貴
官
手
元
に
御
留
め
置
相
成
候
儀
は
無
論
之
事
に
候
。
再
白

又
云
、
若
又
内
大
臣
進
退
伺
書
御
内
奏
可
相
成
と
の
事
に
候
へ
は
老
生
よ
り
も
上

奏
不
致
て
は
不
可
然
に
付
、
是
亦
御
含
置
御
一
報
可
被
下
。
勿
論
老
生
も
進
止
を

取
り
可
申
決
意
に
候
。

[

封
筒]

表
、
田
中
宮
相
閣
下
、
密
啓
。
裏
、
緘
、
有
朋
。

[

�]

一
月
十
八
日
付
山
県
有
朋
宛
徳
大
寺
実
則
書
�
は
、
同
日
付
山
県
宛
田

中
書
�
の
同
封
書
�
と
推
定
さ
れ
る
。
巻
子
本
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
順

に
記
載
し
た
。

山
359

明
治

(

36)

年
12
月
19
日

大
演
習
供
奉
中
於
長
府
一
別
以
来
倍
御
清
勝
御
奉
職
欣
然
。

扨
、
此
中
被
仰
聞
候
内
蔵
頭
一
事
は
此
頃
帰
京
可
致
心
算
に
付
於
東
京
首
相
と
面

談
可
致
と
存
候
処
、
両
三
日
前
よ
り
風
気
に
被
犯
医
師
よ
り
出
発
さ
し
留
ら
れ
候

付
、
書
�
に
て
可
申
遣
哉
と
考
慮
中
、
政
界
之
陰
雲
俄
然
一
変
し
無
拠
さ
し
控
居

申
候
。
老
生
も
廿
四
、
五
日
比
�
に
は
是
非
帰
京
可
致
覚
悟
に
付
、
其
節
篤
と
尽

面
晤
可
試
候
。

京
都
御
所
水
道
設
置
之
儀
、
于
今
御
決
裁
無
之
趣
。
常
識
を
以
難
窺
測
如
何
に
も

不
堪
不
審
候
。
就
而
も
彼
是
高
配
不
尠
御
察
申
候
。

此
節
は
暹
羅
皇
太
子
殿
下
御
来
游
に
付
而
は
如
例
御
多
忙
不
堪
遠
察
候
。
先
は
拝

答
旁
草
々
。
余
事
在
拝
青
。
不
尽

文
学
部
紀
要

第
六
十
三
号

一
四
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十
二
月
十
九
日
朝
京
都

無
隣
庵
主
朋
頓
首

青
山
田
中
老
台
梧
下

猶
、
令
夫
人
え
よ
ろ
し
く
御
伝
声
可
被
下
候
。
再
白

[

内
封
筒]
表
、
田
中
将
軍
幕
下
、
内
展
。
裏
、
緘
。

[

封
筒]

表
、
東
京
麹
町
区
一
番
丁
官
舎
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。
裏
、

緘
、
京
都
無
隣
庵
、
山
県
朋
。

｢

含
雪
公
手
簡
巻
六
十
四｣

以
下
、
同
巻
所
収
の
書
�

山
360

明
治

(
)

年
2
月
7
日

拝
啓

弥
御
清
適
昨
日
御
帰
朝
直
に
御
復
命
有
之
候
趣
為
邦
家
不
堪
敬
賀
候
。

扨
、
御
帰
途
獲
物
早
速
御
恵
贈
被
下
深
謝
之
至
に
候
。
老
生
も
両
三
日
中
に
は
帰

京
可
致
と
存
候
付
其
節
得
拝
光
韓
国
之
事
情
敬
承
可
致
と
楽
居
申
候
。
都
下
余
寒

激
烈
而
已
な
ら
す
、
猶
于
今
感
冒
頻
に
流
行
致
し
候
付
御
自
愛
専
一
に
所
祈
候
。

草
々
頓
首

二
月
七
日
大
磯

小
淘
庵
主
朋

青
山
田
中
宮
相
閣
下

[

封
筒]

表
、
東
京
麹
町
区
一
番
丁
一
番
地
官
舎
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。

裏
、
緘
、
相
州
大
磯
駅
、
山
県
朋
。

山
361

明
治

(
)

年
5
月
31
日

内
外
之
情
勢
に
付
、
日
夜
高
配
不
尠
不
堪
恐
察
候
。

扨
、
昨
朝
来
之
事
情
未
委
曲
承
知
不
致
、
且
他
に
も
御
談
示
致
度
存
候
処
、
今
午

後
は
例
之
総
務
委
員
面
会
之
約
有
之
多
少
時
刻
を
移
し
可
申
察
候
。
就
而
は
今
晩

若
御
さ
し
支
無
之
候
は
ゝ
鳥
渡
官
舎
歟
又
は
芽
城
に
て
も
御
都
合
可
然
場
所
に
於

て
面
晤
を
得
度
貴
意
如
何
を
拝
承
致
し
試
候
。
余
事
在
面
晤
。
草
々
頓
首

五
月
三
十
一
日

有
朋

田
中
青
山
老
閣
座
下

[

内
封
筒]

表
、
青
山
老
兄
、
内
展
。
裏
、
緘
。

[

封
筒]

表
、
宮
内
省
に
て
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親
展
。
裏
、
緘
、
有
朋
。

山
362

明
治

(
)

年
7
月
15
日

昨
日
は
電
話
に
て
院
長
之
事
了
承
。
其
後
桂
え
別
用
も
有
之
旁
に
付
老
閣
よ
り
院

長
之
事
談
合
有
之
候
付
此
際
適
当
之
人
物
�
択
之
儀
は
到
底
難
被
行
に
付
教
育
専

門
之
外
に
は
別
人
無
之
と
存
し
賛
同
致
し
着
手
之
事
に
内
決
致
し
候
と
桂
伯
え
申

遣
し
候
処
、
勿
論
人
物
に
は
異
存
無
之
候
へ
共
、
春
畝
帰
京
之
上
な
ら
て
は
決
行

致
し
難
き
事
と
の
気
付
有
之
候
付
、
菊
池
に
面
会
之
儀
如
何
可
致
哉
。
猶
、
総
理

え
御
内
談
は
委
曲
事
情
を
尽
し
居
候
や
。
簡
単
な
る

[｢

電
話
之｣

の
三
文
字
が

見
せ
消
ち
に
な
っ
て
い
る]

回
答
故
、
御
対
話
之
深
浅
不
相
分
に
付
、
一
応
貴
慮

相
窺
ひ
候
て
着
手
可
致
と
存
し
申
陳
試
候
。
草
々
不
一

七
月
十
五
日

有
朋

田
中
光
顕
関
係
文
書
紹
介

(

十
二)

一
五
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宮
相
田
中
閣
下

[

封
筒]

表
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
袖
展
。
裏
、
緘
、
有
朋
。

山
363

明
治

(
)

年

(
)

月

(
)

日

[

内
封
筒]
表
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
山
田
賞
典
伝
記
在
。
裏
、
〆
、
有
朋
。

[

封
筒]

表
、
東
京
麹
町
区
富
士
見
町
一
丁
目
官
舎
、
田
中
宮
内
大
臣
殿
、
親

展
。
裏
、
緘
、
京
都
無
隣
庵
、
山
県
朋
。

[

�]

封
筒
の
み
。
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